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資 料

厚生労働科学研究「障害者の生活実態及びニーズ等を把握するための調査手法の

開発に関する研究」報告書（概要）（抄）

研究班 研究代表者 平野 方紹

（日本社会事業大学社会福祉学部）

１ 研究の目的と背景

（１）研究の目的

○ これまで厚生労働省（厚生省）では、障害者施策の推進のために昭和２６年から障害

者の生活実態やニーズ等の把握のために実態調査を実施してきた。

○ 平成２１年度から障害者自立支援法に替わる、障害者福祉の新たな総合福祉法の検

討が進められているが、その検討においては、従来の障害福祉各法による障害者規定

による障害者だけを支援対象とするのではなく、障害の「社会モデル」に着目して、これま

での障害者規定では抜け落ちていた「谷間の障害者」をも支援対象とすることが重要課

題となっていることから、こうした「谷間の障害者」とその生活実態やニーズを把握する調

査手法の開発を目的とする。

（２）研究の背景

○ 身体障害者に関する実態調査は昭和２６年から、途中の中断（集計不能）を挟みなが

らも平成１８年まで行政により実施されており、調査手法等はほぼ確立している。知的障

害者に関する実態調査は、昭和３４年に開始され、途中の中断（集計不能）及び昭和５６

年に障害者団体に委託して実施された調査を挟みながらも平成１７年まで実施されてい

る。精神障害者に関する実態調査は、昭和５８年に「精神病患者」調査として行政により

実施された調査以後、行政による調査は実施されないままに今日に至っている。

○ 内閣府障がい者制度改革推進会議総合福祉部会（以下「総合福祉部会」）で議論され

ている「谷間の障害者」についての公的定義はないが、従来の障害福祉法制の規定外の

「障害」だけではなく、「難病患者」など、従来の「障害」概念（永続的・固定的）では把握出

来ない者も想定している。

２ 研究の内容

（１）実態調査のために調査票の作成



- 2 -

○ 調査を実施するには、どのような事項を聴取するのか（そこからどのような実態やニー

ズを明らかにするのか）、統計として有意な結果を得られるものであるのか（統計的な妥

当性、データーの有効性の検討）、障害を一元的に捉えることが可能か、などの点を検討

して調査票を作成することとした。今回作成した調査票の特徴は以下の通りである。

① 各福祉法に規定された障害者だけでなく、「谷間の障害者」も調査対象となることを明

確にするため、調査票のタイトルを「生きづらさ等に関する調査」とし、法定の障害者以外

の者も対象であり、法の規定で障害者を規定するのではなく、「生きづらさ」のある者を障

害者とし、調査対象とすることとした。

② 調査票は、４部構成とし、第１部は調査対象者の個人属性を確定する項目（従って直

接障害に関する質問は設定されていない）、第２部は「障害」の整理・分類と既存制度の

適用状況に関する項目、第３部は障害者のニーズを測定するため、生活支援と社会参加

についての項目をそれぞれ配置した。第４部は、所得・支出の実態を把握するための項

目を配置した。

③ 第２部の「障害」の整理・分類に当たっては、次のようなプロセスで質問を設定した。

ア 調査回答者が感じる生活のしづらさに着目し、その始期、変化、頻度、支障の内容を

明らかにすることとした←主観としての「障害」の把握

イ 障害についての診断、判定など障害の原因や症状について明らかにすることとし

た。←客観としての「障害」の把握

ウ 障害福祉制度に適用状況（障害者手帳の取得状況、障害程度、障害者自立支援法等

の福祉制度の利用状況）←制度としての「障害」の把握

④ 第３部の障害者の生活支援と社会参加のニーズ把握については、、障害種別に回答

が影響されることのないように、障害種別に共通する次の項目に限定した。

ア 日常生活における支援の現状と福祉サービスへの希望

イ 日中活動の状況と今後の希望

ウ 外出の状況と希望

⑤ 第４部の所得・支出については次の項目を設定した。

ア 収入月額とその内訳、課税・生活保護受給の状況

イ 支出月額とその内訳

ウ 福祉サービス利用者負担の額

⑥ 「その他」として、相談援助の相手先についての質問を設定した。

⑦ なお、第２部の原因や症状、第４部の所得・支出については、既存の全国調査（国民生



- 3 -

活基礎調査等）との比較検討を行えるようにするため、質問項目や回答群は整合性を図

ることとした。

（２）実態調査の調査方法の検討

○ 調査方法は、当初は、従来の調査との整合性を図るため、従前の方法である「訪問調

査方式」（任意抽出された地域の全世帯に調査員が訪問し、調査対象者がいると答えた

世帯に調査票を配布し、調査対象者が調査票に記入し、郵送で調査事務局に回答する

方式）を採用することを想定していたが、総合福祉部会及び調査に関する障害者団体か

らのヒアリングで、一部の障害者団体から訪問調査方式は障害当事者を精神的に圧迫

する、地域での差別を増長するとの理由から強い反対が出されたため、調査研究では訪

問調査方式は断念することとした。

○ 訪問調査方式に替わる調査方式として採用したのが「ダイレクトメール方式」である。こ

れは任意抽出した地域の全世帯に、調査票等（調査趣意書、記入の手引きなど）を全戸

配布し、配布物を世帯員が見て、調査対象であると思った場合には、調査票に記入して

投函し、郵送で回答する方法である。そのメリット・デメリットは次の通りである。

（メリット）

・地域の全世帯に配布されるため、障害者が特定されない。

・調査への回答は世帯員に任されるので「圧迫感」がない。

・調査対象者への「調査協力謝礼」（図書券等）が不要となる。

（デメリット）

・（従来の対面方式でなく）一方的に調査票を送りつけるワンウエイ方式であるため、調査回

答率が大幅に低下する。（従来のような「調査協力謝礼」の効果もなくなる）

・（従来は、成人障害者用と障害児用、点字版など調査対象者の特性に応じた調査票の配

布が可能であったが）配布世帯の調査対象者の状況がわからないため、きめ細かな対応

が困難となる。

・障害程度や制度利用など専門知識を必要とする項目について（従来は訪問時に調査員が

回答の援助をしていたが今回はできない）調査回答者の主観に任されることとなり、正確

性が低下する。

・（従来は全世帯を訪問し、調査対象者のみに調査票等を配布していたが）地域の全世帯

に調査票等を配布するため、これまで調査対象者分（約５％）の調査票等の準備であった

ものが、全世帯数分の調査票等を準備することとなり、印刷・配布のコストが大幅に増大
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する。（しかもほとんどの調査票等は世帯に該当者なしとして廃棄されることとなる）

３ 試行調査の実施結果

調査票及び調査方法についての関係団体ヒアリングを行い、総合福祉部会に試行調査の

実施について報告し、以下の通り試行調査を実施した。

（１）試行調査の概要

○ 調査対象期日 平成２２年１２月１５日現在

（調査期間 平成２２年１２月２８日～平成２３年１月１０日）

○ 調査地区数・配布世帯数 ２２都道府県３０地区 （配布世帯数）５，３５８世帯

○ 調査票回収状況 回収数 １１２件（２．０９％） 有効回収数 １０６件（１．９８％）

（２）試行調査による調査票の検証

○ 調査期間に調査事務局に来た質問は（電話のみ・メール及びファックスはなし）８件で

あったが、いづれも「該当者なしの場合の対応」での質問であり、調査票の記入に関する

質問はなかった。また、回収数における有効回収数は９４．６％（一般的には８０～９０％）

と高いことから調査票は妥当なものと考えられる。

○ 有効回収の障害別では、身体障害・知的障害・精神障害・発達障害等の法定の障害

に加えて、難病等の患者も回答しており、広範な障害者に対応することができた。

○ 有効回収の約４割が、「障害者手帳」を所持していないと回答しており、既存の障害者

制度の対象となっていない「谷間の障害者」を把握すると言う点では一定の効果が期待

できる。

○ 自由記載欄への回答者による記載が多いことが特徴的であり、一般的な調査に比べ、

回答者が積極的に取り組んだものと考えられ、回答者の関心の高さがわかる。

（３）試行調査による調査方法の検証

○ 有効回収率は調査票配布世帯数に対して１．９８％であったが、これを世帯人員（推

計）で換算すると０．７８％となり、従来の実態調査による在宅障害者の出現率（推計）で

ある５～６％に比しても著しく低い数値となり、「谷間の障害者」を含めれば出現率はより

高まると想定されるのとは逆の結果となったことからもわかるとおり、統計調査としての信

頼性は従来の調査（従来の実態調査は約７０～８０％の回収率）に比べ、大きく低下する

結果となった。

（注） ダイレクトメール方式のアンケート調査の回収率は一般には３０～４０％と言われ
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ており、ダイレクトメール方式の限界がやはり結果に投影していることがわかる。

○ 平成２２年１１月の総合福祉部会に試行調査の実施を報告し、その後に大学の研究倫

理委員会の審査を受けて調査実施となったため、調査期間が年末年始になってしまっ

た。この時期設定については、回答しやすい時期にすることも考えられる。（一部には、年

末年始の期間で時間があったのでゆっくりと回答出来たという回答者の意見もあった）

○ 地域を指定して調査票等を配布業者に委託して、全戸配布したため、地域の世帯の個

人情報にはまったく接触せず、回答に際しても個人を特定することもできないのでプライ

バシー保護では万全であった。

○ 結果としては、調査方法の検討段階で懸念されたデメリットが、そのまま現実となった。

メリット（謝礼経費の縮減を除く）については検証出来ないことから、直接効用比較はでき

ないが、ダイレクトメール方式では、本調査の目的である障害者の実態が調査回答に反

映されず、障害者の実態把握に必要な回答の確保が困難ということととなることが予想さ

れ統計調査としての採用については、現時点は困難と考えざるを得ない。


